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（
質
問
の 

八
）

答

弁

第

八

号 

    

衆
議
院
議
員
井
上
良
二
君
提
出
京
阪
神
地
区
入
院
患
者
用
加
配
米
及
び
正
月
用
も
ち
米
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
八
号 

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 

大 
野 
伴 

睦 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
井
上
良
二
君
提
出
京
阪
神
地
区
入
院
患
者
用
加
配
米
及
び
正
月
用
も
ち
米
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一 

入
院
患
者
に
対
す
る
主
要
食
糧
の
配
給
は
、
従
来
よ
り
基
準
配
給
分
（
家
庭
配
給
分
）
、
加
配
分
と
も
各
都
道
府
県
そ
れ

ぞ
れ
の
家
庭
配
給
の
米
喰
率
と
同
率
の
米
喰
率
を
も
つ
て
配
給
す
る
よ
う
全
国
一
率
に
指
示
し
、
又
、
麦
類
の
統
制
廃
止 

に
よ
る
米
の
配
給
も
、
右
米
喰
率
に
よ
る
米
の
量
と
等
量
の
米
を
配
給
す
る
よ
う
指
示
し
て
参
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、 

そ
の
間
た
ま
た
ま
京
阪
神
地
区
に
お
け
る
ご
と
く
知
事
限
り
の
操
作
に
お
い
て
、
右
米
喰
率
に
よ
る
米
の
量
よ
り
多
量
の 

米
を
配
給
し
て
参
つ
た
地
区
も
あ
る
次
第
で
す
。 

御
質
問
の
従
来
通
り
の
配
給
と
は
、
右
の
ご
と
く
知
事
限
り
行
つ
て
い
た
配
給
を
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す 

が
、
前
述
の
ご
と
き
事
情
及
び
米
の
需
給
事
情
並
び
に
他
と
の
均
衡
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
は 

困
難
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
去
る
十
月
二
十
一
日
付
二
七
食
糧
第
五
七
〇
一
号
食
糧
庁
長
官
名
通
達
を
も
つ
て
、
入
院
し 

て
い
る
結
核
、
癩
、
精
神
病
院
患
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
加
配
基
準
量
（
米
麦
合
わ
せ
た
も
の
）
一
四
〇
瓦
の
米
喰
率
を 



二 

昭
和
二
十
八
年
度
正
月
用
も
ち
米
は
三
日
分
と
し
て
六
二
、
一
〇
〇
玄
米
比
（
四
一
四
、
○
○
○
玄
米
石
）
の
配
給
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
又
、
右
三
日
分
の
も
ち
米
は
年
始
に
お
け
る
食
習
慣
を
考
慮
し
、
特
配
と
す
る
こ
と
に
決
定
致
し
ま 

 

し
た
。 

一
〇
〇
％
と
し
、
更
に
消
費
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
知
事
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
三
〇
瓦
の
米
穀
を 

特
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




